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令和７年荒川区教育委員会第８回定例会 

 

 

 １ 日  時      令和７年４月２５日   午後２時００分 

 

 ２ 場  所      特別会議室 

 

 ３ 出席委員    教   育   長           阿 部 忠 資 

委      員           長 島 啓 記 

委      員           八 木 敦 子 

委      員           中 澤 礼 子 

 

 ４ 欠席委員    教育長職務代理者           繁 田 雅 弘 

 

 ５ 出席職員    教 育 部 長           菊 池 秀 幸 

           教 育 総 務 課 長           浦 田 寛 士 

           教 育 施 設 課 長           井 上 千 恵 

           教育施設計画担当課長           福 木 妙 子 

           学 務 課 長           渡 辺 裕 登 

           指 導 室 長           下 条 知 淑 

           教育センター所長           塩 尻   浩 

           文化交流推進課長           須 田 具 子 

           生涯学習担当課長           加 瀬 優 大 

           書      記           原 田 正 伸 

           書      記           大 西 寛 和 

           書      記           齋 藤 一 幸 

           書      記           内 田 暁 生 

           書      記           吉 田 夏 彦 

           書      記           宮 島 弘 江 
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（１）審議事項 

   議案第１９号 荒川区社会教育委員の委嘱について 

 

（２）報告事項 

   ア 卒業アルバムデータに係る情報漏えいのおそれへの対応について 

 

（３）その他 
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○教育長 ただいまから荒川区教育委員会令和７年第８回定例会を開催いたします。 

   出席者数の御報告を申し上げます。本日４名出席でございます。 

   議事録の署名委員は、八木委員及び中澤委員にお願いいたします。 

   １月２４日開催の第２回定例会の議事録につきましては、前回の定例会にて配付しまして、

この間、確認していただきました。本日、特に委員の皆様から御意見がなければ承認したい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○教育長 それでは、承認いたします。 

   また、２月１３日開催の第３回定例会の議事録をお送りしています。次回の定例会で承認

についてお諮りいたしますので、次回までに確認していただき、何かお気づきの点があれば

事務局まで御連絡をお願いいたします。 

   それでは、本日の議事日程に従いまして議事を進めたいと思います。 

   本日は、審議事項が１件、報告事項が１件でございます。 

   初めに、報告事項について報告しました後、審議事項に移らせていただきますので、あら

かじめ御了承いただければと存じます。 

   それでは、報告事項ア「卒業アルバムデータに係る情報漏えいのおそれへの対応につい

て」、指導室長から御説明をお願いします。 

○指導室長 では、お手元資料を御覧ください。「卒業アルバムデータに係る情報漏えいのおそ

れへの対応について」御報告申し上げます。 

   今回学校の卒業アルバム制作を受注していた印刷事業者のシステムがランサムウェアの攻

撃を受けて、卒業アルバムに掲載されていた情報が漏えいしたおそれがある事案が発生いた

しました。この事業者が受注していました学校に荒川区立学校が含まれていたことが判明し

たため、今回御報告を申し上げます。皆様方におかれましては多大なる御心配、御迷惑をお

かけしまして、大変申し訳ございませんでした。 

   なお、現時点では本事案における第二次被害は確認されておりません。 

   では、漏えいの可能性がある情報でございますが、令和５年度卒業生のアルバムに掲載さ

れました氏名及び写真でございます。令和６年度及び令和４年度以前のデータの漏えいは現

在確認されておりません。 

   発覚の経緯でございますが、仙台市にあります斎藤コロタイプ印刷株式会社がネットワー

クの異常を検知し調査を行ったところ、ランサムウェアの攻撃を受けた可能性があることが

分かりました。 

   本区でこの斎藤コロタイプ印刷株式会社に卒業アルバムの印刷を委託したのは赤土小学校、
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それから第四中学校でございます。こちらには児童数、生徒数は書いてございますが、加え

まして教職員数が分かりました。赤土小学校はこちらに加えて教職員４１名、第四中学校は

こちらの生徒数に加えて教職員５４名が該当することが分かりました。 

   指導室としましては全校に聞き取り調査、また、この斎藤コロタイプ印刷株式会社に直接

聞き取りを行いましたところ、この２校以外の漏えいのおそれはないという回答を得ており

ます。 

   ４としまして各校の状況を書かせていただきました。赤土小学校につきましては、私ども

の聞き取りにより判明したということ。第四中学校は出入りの写真業者であるクラハラフォ

トさん、こちらからの連絡で斎藤コロタイプ印刷株式会社でこうした事件があったというこ

とを知ったという状況でございます。 

   現在のところ、私どものところには保護者、また関係者等々から問合せ等は今のところご

ざいません。 

   裏面を御覧ください。区立幼稚園も含めて小学校、中学校につきましては個別に聞き取り

調査を行いました。そのとき第三峡田小学校も斎藤コロタイプ印刷株式会社に印刷をお願い

していた事例がございましたが、タイミングの違いによりまして、第三峡田小学校のデータ

が斎藤コロタイプ印刷株式会社に到着したときには、もう対策が終わった後、２か月後の対

応になっていたということで、今回は情報漏えいのおそれはないという回答がございます。 

   今後の対応でございます。赤土小学校と第四中学校につきましては、令和５年度卒業生に

対して、以下の内容を書面にまとめ、既に郵送を完了しております。 

   当該児童生徒の氏名及び写真について情報漏えいの可能性があるということ。そして、斎

藤コロタイプ印刷株式会社の窓口の電話、ファクシミリ、それから電子メールの連絡先を伝

えてあります。そして、何か不明な点がありましたら、直接印刷業者に連絡していただきた

い。もし、実害があった場合には警察等に相談していただきたい。また、何かこちらのほう

でも事実がつかまりましたら、再度連絡をさせていただきますということを郵送にてお送り

させていただいたところでございます。 

   以上、御報告でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 ただいまの説明につきまして、何か御質問などございますでしょうか。 

○長島委員 今回、事案になったのは仙台の印刷会社ですけれども、区内の小中学校ですね、ア

ルバムの作成について、例えばどこの会社が多いとか、結構ばらばらになっているとか、そ

こら辺どんな状況なのでしょうか。 

○指導室長 今回、私ども全校、それから幼稚園も含めまして調査をさせていただきました。印

刷業者と、その前にある写真撮影業者、それが異なっているものでございまして、私どもが
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数えたところでいいますと、小学校のほうでは約２０業者ぐらい、中学校でも８業者、幼稚

園のほうでは３業者、それぞれ異なる様々な業者に学校が依頼している状況が分かりました。 

○長島委員 今回、仙台のこの会社が攻撃を受けたということですけれども、可能性としてはど

の業者もあり得るわけですね。おとといだったか新聞にアルバムの制作会社というのは中小

の企業が多くて、そういった攻撃に割とセキュリティが弱いというのがあって、その新聞の

記事はその業界全体のセキュリティの対策の強化が必要だみたいなことが書いてありました。

学校のほうで業者を選定するときに、その業者のセキュリティ対策とかも考慮して、価格と

か前例踏襲ではなくて業者を選定する必要があるのではないかという記事だったのですけど、

それを読んで、でもそれは難しいだろうなと思ったのが正直なところなのですが、「今後の

対応」のところで、令和５年度の卒業生に対しての対応というのは書いてあるのですけれど

も、今後といいますか、難しいと思うのです。これからのアルバム制作に関して何か対応策

というか、対策というか、そういったことは何か考えておられるのでしょうか。 

○指導室長 今回、斎藤コロタイプ印刷株式会社に学校のほうから自主的にお願いしますと言っ

たことはございません。どの学校におきましても写真撮影業者がそれぞれのつながりの中で

印刷業者を選定して、今回その中で発覚したという事実がございます。ですので、学校のほ

うから何か印刷業者に対してということはなかなか難しいのですが、今回斎藤コロタイプ印

刷株式会社に関しましては、私どものほうから直接連絡を取らせていただきまして、荒川区

でもこうした事案が発生していることについては大変強い心配と懸念をお伝えさせていただ

いて、再発防止に向けて対応を十分にしていただくこと、それから何か分かりましたら、直

接荒川区、私どものほうにも連絡を頂きたいという強い申入れはさせていただいたところで

ございます。 

○長島委員 分かりました。 

○教育長 ほかにございますか。新聞報道では半分ぐらいの区が、２３区中、１２区ぐらいそう

いう状況になっているというのは、今日のニュースだったかな、そのぐらい集中しているの

かもしれないですね、その事業者に。学校側としてはなかなか印刷業者のところまで目が行

かないので、その先のことについては、要はあまり考慮していなかったところなので、なか

なか学校側として難しい面はあって、どちらからというか、学校は被害者のわけなのですよ

ね。だから、事業者にしっかりしてもらわないと本当に困るのです。ただ、一方でこういっ

た事例があると、保護者の皆さんもすごく心配があるでしょう。ですので、今、指導室長が

申し上げたような対応をしたところです。 

   セキュリティの面というのは、本当にとりわけ二次被害があった場合というのが困るので、

今後そういった被害がないようにといいますか、ないことを考えつつも、何かあったらすぐ
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に対応するという、そういう方針でいきたいと思っています。 

   今回も江戸川でまず発覚しまして、その際にすぐ指導室のほうで荒川区における状況を把

握して、迅速に対応していったという状況があります。ですから、荒川区がマスコミ、いわ

ゆる公表していったのは非常に早い時期だったのです。今、次々と後発組という言い方がい

いかどうかあれですけれども、明らかになっていっていると。私もやはり危機管理というの

は初動が非常に大切だと思っているので、今回指導室含めて学校側の対応、早めに行われた

ので、そういった意味ではよかったかなと。現時点では被害もないのでよかったと思ってい

ますけれども、今後、このことに限らず個人情報関係はしっかりと気を引き締めてやってい

く必要があると改めて感じたところです。 

   そのほかは。 

○八木委員 学校の写真撮影をお願いしているのは、大体今まで地域の写真屋さんというか小さ

い写真屋さんであったりとか、そういうところにお願いしていて、その先のことは今までは

全然見えていないですよね。そこまで調べて発注しないし、その写真屋さんもそこまで多分

考えていなかったところだと思うのです、今までは。でも、今後はこういうことが起こり得

る世界になってきましたので、その辺の危機管理と申しますか、特に荒川区の小さい写真屋

さんなど今までお願いしていたようなところは割と高齢化してきて、ちょうど変わり目かと

思いますので、学校のほうはその先まで全く関係なく見えてなくてお願いするところを、こ

れからはその先の先の先まで見ないといけないのかなというところで、ちょっと厳しい社会

になってきたなと思っています。写真屋さんのところではそこまでできないので、区のほう

でしっかりと管理をしていただければなと思っています。 

○指導室長 ありがとうございます。私どももまず今回については保護者、それから児童生徒の

方々の不安をなるべく少なくすることが第一と考えております。そのためには学校、特に校

長が今回の対応について教育委員会はどのような対応をしたのかという情報共有をすること

が重要だと考えまして、一定程度説明資料がまとまった段階で、また調査結果を一覧にした

ものがございます。こちらのほうを全校長と共有させていただきました。このように教育委

員会で対応しているということを学校のほうでまず理解していただいた上で、もし問合せが

あったときには、きちんと保護者に対して説明できる体制をとらせていただきました。 

   また、校長会が５月１５日にございます。そのときにも改めて私のほうから保護者、それ

から児童生徒の不安を取り除くような対応をぜひお願いしたいということと、また写真屋さ

ん、直接コンタクトが取れるのは写真屋さんですので、写真屋さんに対してぜひ学校のほう

からも注意を促すように話してほしいという指導はさせていただこうと思います。 

○教育総務課長 御指摘ありがとうございます。指導室長のほうから御答弁申し上げたとおりで
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ございますが、私も身近にいたところで下条指導室長をはじめ、指導室の職員が迅速に対応

して、一覧があると室長が申し上げましたけれども、教育委員会事務局全体といたしまして

も、卒対といって保護者の方々がいろいろと集まって取り組んでいらっしゃるところに、各

学校がどこの業者に頼んでいるのか、また、印刷業界は印刷業界で徹底していくと思います

が、他人任せにしないできちんと学校の取組が適正に行われているかどうかにつきまして、

生徒児童の個人情報がしっかり管理された上でアルバムができるように、今回の長島先生や

八木先生の御指摘を十分踏まえて、事務局側もしっかりやっていきたいと思っております。

ありがとうございました。以上でございます。 

○教育長 あとはいかがですか。大丈夫ですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育総務課長 教育長、申し訳ございません。同時並行で契約審査委員会が行われておりまし

て、説明者の課長はこれで退室させていただきます。 

○教育施設課長 申し訳ございません。 

（課長４名 退室） 

○教育長 それでは、続きまして審議事項に戻りたいと存じます。 

   議案第１９号「荒川区社会教育委員の委嘱について」ということで、生涯学習担当課長か

ら御説明をお願いしたいと存じます。 

○生涯学習担当課長 それでは、議案第１９号「荒川区社会教育委員の委嘱について」でござい

ます。提案理由でございますが、社会教育委員の委嘱について、新規が２名、再任が１名、

計３名を委嘱するため提案するものでございます。 

   内容でございます。新規に委嘱する委員は２名、学識経験者である羽中田彩記子さん、社

会教育関係者である瀧澤裕子さんでございます。再任として委嘱する委員１名は、社会教育

関係者である池田明子さんでございます。任期は令和７年５月９日から令和９年５月８日ま

での２年間でございます。 

   新規２名の委嘱につきましては、教育委員として本日も御出席いただいております八木敦

子委員、並びに岡野正隆さんが令和６年５月に任期満了となったことに伴いまして、代わり

に委嘱するものでございます。また、池田さんにつきましては、現在１期目となってござい

まして、引き続き再任していただきたいと考えているところでございます。 

   なお、委嘱後の社会教育委員の構成は、資料に記載のとおり８名体制でございます。また、

その他の委員は任期の満了日が最短でも令和８年５月のため、今回は３名の委嘱となってご

ざいます。 

   説明は以上です。よろしくお願いいたします。 
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○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明について質疑はございますでしょうか。 

○長島委員 確認なのですけれども、たしか１月の定例会で再任１名というのがあって、そのと

きに６名体制になりましたということだったと思うのですけれども、今回は再任１名、新規

２名で６名体制から８名体制になったということですよね。 

○生涯学習担当課長 おっしゃるとおりでして、以前６名体制だったものが、今回新規２名の方

を加えまして８名体制となったものでございます。 

○長島委員 さっきの説明ですと、その６名の前は、令和６年５月までは８名だったということ

ですか。 

○生涯学習担当課長 令和６年５月の時点では６名ということになってございます。 

○長島委員 分かりました。 

○教育長 今のお話は、６名だったのが、任期が切れて代わった方がいらっしゃると、八木先生

もその１人だと、そのようなお話だったかと思いますが。 

○生涯学習担当課長 １月につきましては、寺島委員の更新ということで再任になってございま

す。 

○教育長 寺島さんが更新で再任になっていると。そのときは６名体制だったと。 

○生涯学習担当課長 そうです。 

○教育長 再任になってそのまま６名になったと。今回は再任された方と新たな方が加わったと、

そういうことですかね。それで、退任された方もいらっしゃると、そういうことですか。 

○生涯学習担当課長 今回このタイミングにつきまして、退任した方はございません。 

○教育長 いらっしゃらないと。そうすると、先ほどの八木先生と岡野さんが退任されたという

お話はいつのお話ですか。 

○生涯学習担当課長 八木先生、あと岡野さんにつきましては令和６年５月でございます。 

○教育長 昨年の５月。では、もう１年ぐらい前の話になると。なるほど。分かりました。 

   羽中田先生も長らく小学校長としてやっていらっしゃいました。濵上先生も長いですね。

社会教育委員を何年ぐらいやっていらっしゃるのですか。私が社会教育課長のときに一日小

の校長先生だったのですよね、たしか。 

○生涯学習担当課長 濵上先生につきましては現在５期目ということでして、平成２８年５月か

ら務めていただいております。 

○教育長 では、１０年と、そんな感じですかね。分かりました。 

   何かほかにございますでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育長 それでは、質疑について終了したいと存じます。 
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   続きまして、議案第１９号について何か御意見あれば、お願いしたいと思いますが、よろ

しいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育長  それでは、討論を終了いたします。 

   議案第１９号について異議はありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○教育長 それでは、異議ないものと認めます。議案第１９号「荒川区社会教育委員の委嘱につ

いて」は原案のとおり決定いたします。 

   次に、その他の報告事項ですが、教育委員会の日程について、事務局から何かございます

か。 

○教育総務課長 次回は５月９日でございますけれども、次々回、５月２３日は小学校に視察に

行っていただくことになります。現在、調整中でございますので、５月９日の定例会におき

まして、学校名と時間等についてお知らせいたします。考えてございますのは、今日のよう

な定例会も直接学校で開催を予定しています。また、調整がつくようであれば、給食を食べ

ていただきたいと考えてございます。したがいまして、時間につきまして開会は２時よりも

前になろうかと思いますけれども、こちらにつてはきちんと案を、給食から参加ができる場

合、視察から参加ができる場合など、メニューを幾つか御用意させていただいて、それで先

生方の御都合、スケジュールに合わせてお返事を頂ければという方向で調整してございます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○教育長 次回９日は、場所は学び直しのほうになるのですかね。本庁舎の４階になるというこ

とと、今、お話があった視察に関してはまた別途視察する学校については調整中ということ。

小学校が５月で、中学校は１０月にあるのですね。給食をぜひ召し上がっていただくと、小

学校と中学校ではボリュームが全然違うので、味も学校によって違いますけれども、ボリュ

ームの違いなんかも感じていただけるといいかなと思います。給食だけではないと思います

が、教育内容も含めてしっかり視察していただければと思いますけど、やっぱり食も大事で

すよね。 

   何か、特段あれば。この件に限らずお話しいただければと思いますけれども、よろしいで

すか、大丈夫ですか。 

   それでは、以上をもちまして、教育委員会令和７年第８回定例会を閉会いたします。あり

がとうございました。 

―了― 


